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長野県ものづくり産業振興戦略プランの取組状況 

（平成 24年４月～平成 28年９月末） 

 

 目指すべき方向                                  

未来を拓く次世代産業の創出 

有望な分野・市場への展開を重点的に進める 

【目指す分野】健康・医療、環境・エネルギー、次世代交通 

【目指す市場】アジア新興国市場、先進国の需要が拡大する市場 

 目標値                                      

目指すべき方向として掲げている「次世代産業の創出」に向けて、産学官が一体となっ

て重点プロジェクトに取り組むとともに、県内各地において、企業、市町村、商工支援機

関、金融機関などが様々な取組を行うことを前提として、旗印として全体が共有できる

ものを掲げている。 

（１）製造業の付加価値額 2.5兆円の達成（目標設定時：2.23兆円（平成 22年）） 

＜設定理由＞ 

リーマン・ショック前を超える水準まで戻すことが、県内経済の活性化を進め

る上での目標になるため。 

（２）有効求人倍率 1.0倍以上の達成（目標設定時：0.72倍（平成 23年平均）） 

＜設定理由＞ 

求人数が、仕事を求めている人の数を上回ることが、県民を元気づける上での

一つの目標になるため。 

（３）工場立地件数 200件（５年間累計）の達成（目標設定時：30件／年（平成 22年）） 

＜設定理由＞ 

年間 40件の水準まで回復することを目指して、５年間の累計目標として、200

件を目標値として設定した。 

 「未来を拓く次世代産業の創出」の実現に向けた取組                 

目指すべき方向である「成長期待分野」、「有望市場」への展開を進め、「未来を拓く次

世代産業の創出」を実現するため、以下の４つの「基本戦略」、12の「重点プロジェクト」

に取り組んでいる。 

【基本戦略】 

（１）成長産業創出戦略 

・成長期待分野の研究開発の促進 

・高付加価値部門（素材･開発､サービス）への展開 

・重層的な企業群の形成（中核企業･ベンチャー企業の育成、国･市町村との連携） 

（２）有望市場開拓戦略 

・アジア新興国など有望市場への提案機会の拡大 

・提案力・ブランド力の強化による販路開拓 

（３）人材育成･確保戦略 

・新たな産業展開を担う人材の育成･ 確保 
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・グローバル人材・専門人材の獲得 

・産業競争力を向上させる労働環境の整備 

（４）次世代産業集積戦略 

・県内への産業誘致 

・県内企業の流出抑制 

・ネットワークの構築  

【重点プロジェクト】 

（１）国際的産学官連携による次世代リーディング産業の創出支援  

（２）研究開発型企業への転換支援 

（３）地域資源を活用した高付加価値産業の集積  

（４）ＩＣＴ（情報通信技術）産業の振興 

（５）中核的な企業の育成  

（６）創業サポートの強化 

（７）次世代産業集積の強化推進 

（８）中小企業が取り組む国際展開の支援 

（９）国内におけるビジネスマッチング（販路開拓）の強化  

（10）高度技能人材の育成、キャリア形成の支援  

（11）Ｕ･Ｉターンの戦略的な実施（技術系人材や成長関連分野の人材の獲得） 

（12）女性や高齢者など潜在的な労働力を十分に活用できるシステムの構築（成長を支

える安定した労働力の確保） 

 取組状況                                     

（１）目標値の達成状況 

項 目 基準値 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 目標値 

製造業の 

付加価値額（兆円） 
2.23 

（H22 年） 
1.83 1.83 1.96 － －  2.5兆円 

有効求人倍率（倍） 
0.72 

（H23 年平均） 
0.81 0.87 1.09 1.25 － 1.0倍以上 

工場立地件数（件） 
30件／年 
（H22 年） 

37 
82 

[45]※ 
152 
[70] 

178 
[26] 

－ 200件 
（５年間累計） 

※：[ ]内は単年の工場立地件数 

①製造業の付加価値額 

電子産業の付加価値額の減少等により基準値を下回っているものの、平成 26年の

実績値は、情報産業等の増加により、前年に比べ 1,265億円の増加となっている。 

②有効求人倍率 

順調に推移している。 

ただし、平成 28年８月の正社員有効求人倍率は 0.85倍となっている。 

③工場立地件数 

順調に推移している。 

ただし、平成 26年までは太陽光発電施設の立地件数が含まれている。 
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（２）重点プロジェクトの主な取組状況等 

Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

１ 

国際的産学官連携に
よる次世代リーディ
ング産業の創出支援 

長野県が目指す将来の産業の姿である、成長

期待分野の峰がいくつもそびえ立つ「八ヶ岳型

の産業構造」を実現するため、本プロジェクト

では、『成長期待分野において国際競争力の高

い新技術・新製品を次々と研究開発・事業化し

続け長野県産業を牽引していく』次世代リーデ

ィング産業の創出を支援し、その集積形成を目

指す。 

 

■ 長野県の次世代リーディング産業を創出す

るため、県テクノ財団に「イノベーション推

進本部」を設置する。（「ナノテク・材料活用

支援センター」等を発展的に改組） 

■ 当該本部に、次世代産業分野に係る国際的

知見を持つ専門家グループを配置し、当該分

野に係る研究開発や成果の早期事業化のた

めの国際的産学官連携プロジェクトを推進

する。 

■ 特にメディカル産業分野については、文部

科学省に採択された「地域イノベーション戦

略支援プログラム」に基づき、「イノベーシ

ョン推進本部」に「メディカル産業支援セン

ター」を設置し、信州大学メディカルシーズ

育成拠点、信州メディカル産業振興会等と緊

密に連携しながら、メディカル関連機器の研

究開発・事業化を加速する。 

次世代リーディング産業の創出と集積形成を推進する

ため、健康・医療、ナノテク・材料、環境・エネルギー

等の国際的産学官連携プロジェクトの企画・運営を支援

したことにより、県内企業の次世代リーディング産業分

野への展開が図れた。 

 

（平成 24年度～平成 28年９月末の主な成果） 

・国際的産学官連携プロジェクトの企画・運営支援 

件数 13件 

・次世代リーディング産業に係る製品化件数 30件 

 

＜プロジェクトの成果事例＞ 

○国際的医工連携プロジェクト 

・諏訪地域の企業５社で構成される「ＳＥＳＳＡ（セ

ッサ）」が共同で開発した「内視鏡用処置具」につ

いて、外部資金の導入、医療機器関連の世界最大規

模の欧州展示会への出展等を支援し、各社の欧州医

療機器市場等への展開につなげた。 

○国際的ナノテク・材料プロジェクト 

・知的クラスター創成事業のナノテク関連の研究成果

を活かし、国の「スーパークラスタープログラム」

を獲得。京都地域、愛知地域との広域連携により、

次世代素材（ＳｉＣ、ＧａＮ）を用いたパワーエレ

クトロニクスに関するデバイスやその材料等の産学

官連携プロジェクトを支援中。 

○国際的グリーン・次世代交通プロジェクト 

・「ＤＴＦ研究会ブランド構築プロジェクト」を実施。 

※詳細については、別添「重点プロジェクトの特徴

的な取組」参照。 

・国際戦略総合特区「アジアＮｏ．１航空宇宙産業ク

ラスター形成特区」への参画や「アジアの航空機シ

ステム拠点」の形成を目指した「長野県航空機産業

振興ビジョン」を策定し、県内の航空機産業の拡

大、発展を支援している。 

○国際的医工連携プロジェクト 

①健康・医療分野への参入意欲を高める支

援により、主に大手や中堅企業の参入が

促進されつつあるが、経営資源に限りの

ある中小企業等の参入が進んでいない。 

②県テクノ財団や信州大学のこれまでの取

組により、医療現場のニーズを把握し、

医療従事者と共同研究開発するための基

盤が構築されつつあり、医療現場の課題

を解決する製品等が多数創出されてきて

いるが、医療分野特有の販路や、購入動

機を把握しきれていないため、売上につ

ながっていない。そのため、研究開発を

行う前に、販路まで含めた調査・検討が

できる支援体制の構築が課題である。 

○国際的ナノテク・材料プロジェクト 

①スーパークラスタープログラムへの県内

企業の参画割合が少ない。 

②海外の支援機関等との覚書に基づき展開

してきた材料や半導体分野等に係る国際

的な技術交流については、次の段階とし

て、具体的な産学官連携プロジェクトへ

進展させる必要がある。 

○国際的グリーン・次世代交通プロジェクト 

①再生可能エネルギー（太陽光、地熱等）や

バイオマスなど、県内産業への応用の可能

性を探るため、新たな研究会を複数立ち上

げたものの、具体的な産学官連携プロジェ

クトへは進展していない。 

②航空機システム開発を可能とする総合的

な試験研究開発支援機能の構築、国等の研

究機関との連携強化、企業における経営

力・技術力・品質保証力の強化、航空機シ

ステム分野を中心とした企業誘致や他企

業からの参入促進など、航空機システム拠

点の形成への取組が必要。 

○国際的医工連携プロジェクト 

①経営資源に限りのある中小企業等が、薬

機法対応等、参入障壁の高い健康・医療

分野への参入や、当該分野に関する関連

製品の開発などに意欲的に取り組めるよ

うな方策を検討していく。 

②東京本郷での展示会等による製販企業と

のマッチング支援に加え、信州大学と信

州メディカル産業振興会が関東経済産業

局等と連携して行う意欲の高い県外製販

企業との恒常的な連携による製品開発を

支援していく。 

○国際的ナノテク・材料プロジェクト 

①これまでの研究開発成果を県内企業へ波

及させるため、県内企業のさらなる参画を

図り、次世代産業に欠かせないパワーエレ

クトロニクス分野の展開を引き続き推進

する。 

②これまでの技術交流を踏まえ、県内企業

や大学等との技術連携の可能性が高く、

技術連携に積極的な海外の産業支援機関

や企業、大学等との技術交流をさらに深

化させ、具体的な産学官連携プロジェク

トの企画・実施化等を支援していく。 

○国際的グリーン・次世代交通プロジェクト 

①環境・エネルギー分野は幅が広いため、県

内企業の参入意欲が高まる市場性のある

分野を絞り込み、研究会運営やコーディネ

ート活動を展開していく。 

②「アジアの航空機システム拠点づくり」を

推進するため、高度人材の育成や研究開

発、実証試験などの支援体制の構築し、航

空機産業に取り組む県内企業 100 社の集

積を目指す。 
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Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

２ 

研究開発型企業への

転換支援 
長野県が目指す「八ヶ岳型の産業構造」にお

いて、その山腹を形成する『成長期待分野で活

躍する提案型・研究開発型企業』の増大を図る

ため、本プロジェクトでは、下請型・受託加工

型企業の提案型・研究開発型への転換と成長期

待分野への展開を支援する。 

 

■ 産学官連携による研究開発の経験に乏しい

受託加工型中小企業の研究開発型への転換

を促進するとともに、次世代産業分野への進

出を支援するため、工業技術総合センターに

「次世代産業技術開発推進本部」を設置す

る。 

■ 当該本部には、次世代産業分野ごとに産学

官で構成する「技術開発推進グループ」を設

置し、中小企業に対する有望な技術シーズの

提案から各企業が取り組む応用研究の企画・

実施、試作までの一貫支援を行う。 

■ また、次世代産業分野の支援に不可欠な高

度測定分析機器や試作開発支援機器を整備

する。 

下請型・受託加工型企業を対象として、提案型・研究
開発型企業への転換を促進するため、技術シーズの提案
から共同研究の企画・実施、試作までを一貫して支援し
たことにより、自社ブランドの製品化や社員の提案力が
向上するなど、提案型・研究開発型企業への転換や成長
期待分野への展開が図れた。 
また、工業技術総合センターに高度測定分析機器や試

作開発支援機器を整備したことで、支援機能を高めた。 
 
（平成 24年度～平成 28年９月末の主な成果） 
◆工業技術総合センターにおいて、下請型・受託加工
型企業が研究開発プロセスを経験できる以下の仕組
みを新たに構築。 
(1)工業技術総合センターが技術シーズ（研究テー

マ）などを提案し、参加企業を募った上で、研
究会を開催。 
・研究会件数 49件 

(2)参加企業が抱える課題別に研究テーマを深掘り
し、共同研究計画を作成。 

(3)工業技術総合センターとの共同研究により、製
品化・実用化に向けた試作、評価等を実施。 
・共同研究実施件数 52件 

 
＜成果事例＞ 
○グリーンファクトリー分野:エネルギーマネジメント
製品開発研究会 
・「蓄電池充電システムの高度化に関する開発（㈱ア

ルプス計器（長野市））」 
※詳細については、別添「重点プロジェクトの特
徴的な取組」参照。 

○健康産業分野:高齢者向け e.e.食品開発研究会 

・「小麦粉を利用した高齢者向け食品の開発に関する

研究（柄木田製粉㈱（長野市））」 

難消化性でんぷんを多く含んだ「生そば」等、

これまで手掛けたことのない高付加価値製品を開

発。これにより、社員の提案力、企画開発力が向

上し、研究開発型企業への転換が促進された。 

○高機能部材分野:摩擦かく拌技術研究会 
・「銅及びアルミ薄板の摩擦かく拌接合に関する研究

（㈱ホシバ（上田市））」  
幅広い応用が期待されている溶接手法「摩擦か

く拌接合」について、その技術開発プロセスを経
験したことにより、研究開発に対する気運が高ま
り、開発人員を増員。また、提案公募型研究開発
事業への応募や新たな取引先開拓につながった。 

①下請型・受託加工型企業は今後取り組むべ

き分野が不明確である。 

②下請型・受託加工型企業は自社の強みを把

握しきれていない。また、自社の技術やノ

ウハウを、新たな分野へ活用する方策に乏

しい。 

③下請型・受託加工型企業は研究開発の経験が

少ないため、研究開発プロセスに沿った取組

が不十分である。 

工業技術総合センターが、以下の取組を実

施する。 

①国の成長戦略や県工業技術動向調査結果等

をもとに、取り組む分野を特定し、具体的

研究テーマへ落とし込む。 

②地方事務所等と連携して知的資産経営の手

法の活用等による、当該企業の強みとなる

優位な技術を把握し、成長期待分野の具体

的研究テーマを引き続き提案していく。 

③技術シーズ（研究テーマ）の提案、研究開発

計画の策定や実施、試作に至る一連のプロセ

スを、引き続き一貫して支援する。なお、研

究開発計画の策定にあたっては、経産局や県

テクノ財団とも連携し、県内外の大企業のニ

ーズ把握にも努める。 
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Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

３ 

地域資源を活用した

高付加価値産業の集

積 

中小企業等による地域資源を活用した製品

の開発等を支援し、高付加価値産業の集積を促

進する。 

 

■ 商品化の可能性が高い有望な地域資源を積

極的に発掘し、当該地域資源を活用した新規

製品の提案を行う能動型の支援機能を地域

資源製品開発支援センターに整備する。 

■ 多種多様なデザイン支援ニーズに的確に対

応するとともに、中小企業のデザインの重要

性に対する認識を高め、デザインによる感性

価値向上等への取組を活性化するため、地域

資源製品開発支援センターに、デザイン・製

品開発の専門家（民間企業ＯＢ等）を配置し、

支援機能を強化する。 

高付加価値産業の集積を促進するため、中小企業等に

よる地域資源を活用した製品の開発支援などを実施した

ことにより、中小企業等の商品化が促進され、市場に投

入した製品が売上を伸ばすなど、高付加価値製品の増加

につなげた。 

 

（平成 24年度～平成 28年９月末の主な成果） 

・地域資源製品開発支援センターによるブランドの立

ち上げやパッケージデザイン等の支援  

商品化に至った件数：175件 

（企業等への支援件数：501件） 

・地域産業活性化基金事業による助成 

製品の市場投入件数：30件 

（助成金交付件数：108件） 

①中小企業等は、商品の企画・開発に必要な人

材が不十分な面があるため、行政を含めた外

部からの一層の支援が必要。 

②良いものを開発しても、販路開拓や情報発信

に課題があり、必ずしも売上に直結しないも

のもある。 

③中小企業等は、限られた人材で研究や商品開

発を行うため、成果が出るまで時間を要する

傾向にある。 

④資金調達のための環境が十分ではないため、

資金面での支援が必要。 

⑤地域産業活性化基金事業は、県中小企業振興

センターに基金を造成し、実施しているもの

であるが、平成 29 年度に事業が完了する。

後継事業については中小企業庁で検討中で

あり、事業の継続は現在のところ不明確。 

①商品の企画・開発においては、行政の様々な

機関が関与し、総合的な支援をより一層推進

する。 

②商品化後のマーケティング支援を強化する。 

③商品開発に至るまでの長期化は、特に高度な

開発が行われる場合に顕著であるが、単に短

期化を目指すのではなく、適時・適切なアド

バイスに努めながら、開発者が納得できる商

品づくりを支援する。 

④これまで、創意と工夫に富んだ様々な取組が

実施されており、着実に成果が上がりつつあ

るため、引き続き本プロジェクトを推進し、

資金面、技術面等で支援を行う。 

⑤助成事業のニーズは高いことから、中小企業

庁の動向を注視しつつ、同庁により事業が継

続されない場合には、県単独事業も含め、後

継事業を検討する。 

４ 

ＩＣＴ（情報通信技

術）産業の振興 

ＩＣＴ（情報通信技術）産業は、一次産業か

ら三次産業まで幅広い産業に関連する「知の産

業」であることから、地域に集積するＩＣＴ産

業の振興を図ることにより、県内経済の活性化

と雇用の拡大が期待できる。 

国内のＩＣＴ産業は、売上高ベースで 70％

以上が首都圏に集中する典型的な「都市型産

業」であるものの、本県は首都圏から近距離に

位置していることから首都圏からの発注も多

く、全国的にも三大都市、大都市隣県に次ぐ産

業集積地である。 

この地理的条件と集積を活かし、ものづくり

産業をはじめとする地域産業・学術機関・行政

等との連携を促進し、地域における新たなビジ

ネスモデルを構築するとともに、首都圏におけ

るビジネスチャンスを誘引し、県内ＩＣＴ産業

の振興を図る。 

 

■ これまで育んできた産産連携や産学連携を

一層強化するとともに、工業技術総合センタ

ーが行う技術支援とも連携し、ＩＣＴの活用

によるものづくり産業の競争力向上をサポ

ートする。 

■ ＩＣＴ産業が「プロデューサー」となり、

エンドユーザーの利便性を意識したビジネ

ス領域（ＩＣＴを活用したサービスまでの提

供）の創出を推進し、地域産業の新たな価値

の創造を図る。 

○ＩＣＴの活用によるものづくり産業の競争力向上をサ

ポート 

県内ものづくり企業のＩＣＴ活用を促進するため、

平成 24、25年度事業として、県中小企業振興センター

に推進員を配置し、事業者からの相談対応や啓発セミ

ナーを実施した。 

また、平成 26年度事業として、ＩＣＴを効果的に活

用している先進企業から、具体的な導入事例や手順等

を学ぶ視察セミナーを実施した。 

これにより、県内ものづくり産業の競争力の向上を

図った。 

 

（平成 24～27年度の主な取組） 

・推進員による相談対応件数 218件 

・啓発セミナー開催回数 10回、延べ参加者数 854名 

・視察セミナー開催回数３回、延べ参加者数 90名 

 

○県内ＩＣＴ産業の振興 

県内産業でも大きな地位を占めるサービス産業（第

三次産業）の振興を図るため、平成 26年４月に産業労

働部内に「サービス産業振興室」を設置（平成 28年４

月から「創業・サービス産業振興室」）した。 

また、関係機関等の意見を踏まえ、平成 27年３月に

「長野県サービス産業振興戦略」を策定。３つの重点

軸の１つに「ＩＴ」を設定し、同戦略に基づき、平成

27年度事業として、ＩＴ人材の誘致と育成を推進した。 

これにより、県内ＩＣＴ産業の振興を図った。 

 

（平成 27年度の主な取組） 

・ＩＴ人材の誘致 

県内における「おためし」事業実施者を募集し、

８組 14 名が参加。「おためし」期間終了後も、引

き続き７組が県内に拠点を維持しており、人材育

成の一助につながる動きとなった。 

 

①県内ものづくり企業における課題 

中小ものづくり企業へのＩＣＴ技術の導

入については、管理部門の効率化、生産現場

での生産性の向上などに資するものであり、

競争力を向上する上で重要であるが、導入に

よる効果が未知数であることから対応が遅

れている。 

また、新たにＩｏＴをものづくり現場にも

導入・活用し、生産性の向上を図る動きが活

発化していることなどから、今後の技術動向

を見極め、県内ものづくり企業への積極的な

導入を図るための活用成功事例の研究や啓

蒙活動が必要となっている。 

②県内ＩＣＴ産業の振興を図る上での課題 

ＩＴ分野における長野県のプレゼンス不

足、独自商品が少ないこと、県内ＩＴ企業の

下請的環境が課題となっており、その背景に

は、県内ＩＴ人材の不足があると考えられ

る。 

③ＩＣＴ産業の企業誘致における課題 

※「Ｎｏ．７ 次世代産業集積の強化推進」

参照。 

①ＩＣＴ活用に係るものづくり企業の多様な

ニーズに対応できる体制の整備 

県中小企業振興センターの専門家派遣事

業等を利用し、先端スキルを有する民間有識

者による助言等により支援していく。 

また、中小企業が効果的にＩｏＴを導入・

活用できるよう、県工業技術総合センターに

よる研究会の開催や産業支援機関との連携

等により、積極的に支援していく。 

加えて、ＩＣＴは技術革新のスピードが速

く、行政での対応が難しいことから、ＮＩＳ

Ａ（長野県情報サービス振興協会）等の業界

団体、ＳＩＰ（塩尻市インキュベーションプ

ラザ）に入居しているソフトウエア企業等と

連携し、先端技術研究や県内企業による独自

商品の開発、ＩＣＴ技術の導入を支援する。 

②ＩＴ人材の育成 

ＩＴ分野における競争力の源泉は人材で

あるとの観点から、平成 27 年度は、県外の

ＩＴ人材誘致のため、「まちなか・おためし

ラボ」事業を実施し、多くの参加者が県内拠

点を維持するなど、一定の成果につながっ

た。今後さらなる人材集積を図る取組が必要

であり、引き続き県外のＩＴ人材の誘致、県

内のＩＴ人材の資質向上を図っていく。 

③ＩＣＴ産業の企業誘致の方向性 

※「Ｎｏ．７ 次世代産業集積の強化推進」

参照。 
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Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

・ＩＴ人材の育成 

県内ＩＴ人材を対象として、観光、ワイン等を

テーマにハッカソンを３回開催し、約 60 名が参

加。これにより、独自の発想により、新たなサー

ビスを創出しようという環境の醸成につながる動

きとなった。 

 

○ＩＣＴ産業の企業誘致 

※「Ｎｏ．７ 次世代産業集積の強化推進」参照。 

５ 

中核的な企業の育成 県内には下請型・受託加工型の中小企業が多

く存在するが、その中には中核的企業としての

資質があり、「磨けば光る」優れた技術等を持

つ企業が存在する。 

それらの企業を発掘し、中核的企業への育成

を図ることで、自社の製品や技術の開発機能を

持ち、県内企業への発注及び地域外からの受注

が可能な発注側の企業群の増加につながり、県

内経済のさらなる活性化が期待できる。 

 

■ 成長期待分野への事業展開（転換）を目指

す中小企業に対し、産学官連携による集中的

な支援を推進する。また、技術・製品開発だ

けにとどまらず、ＩＣＴ等を活用したサービ

スの提供による事業化も推進する。 

 

自社の製品や技術の開発機能を持ち、地域外からの受

注も可能な企業の育成を図るため、県中小企業振興セン

ターに配置したプロジェクト支援コーディネーターが、

金融機関や関係団体等から情報を収集し、「磨けば光る」

技術等を持つ企業を発掘。 

発掘した企業の事業化を推進するため、プロジェクト

チームを編成し、企業の独自技術を活かした研究開発・

商品開発の支援を行い、技術力の向上、自社製品の開発・

販売等につなげるなど、中核的企業の育成を推進した。 

 

（平成 24～27年度の主な成果） 

・支援を行った事業に係る売上累計：463,300千円 

 

＜取組事例＞ 

○発掘・支援した「磨けば光る」企業数 38社（38件） 

（研究開発・製品企画段階 20社、試作・市場調査段階

８社、商品化・市場投入段階 10社） 

○コーディネート相談対応延べ件数 1,717件 

①開発後、売上（市場への浸透）に至るまでに

は相当の期間を要する企業が多い。また、市

場ニーズの変化や支援先企業の事業見直し

等により、売上につながらないケースも少な

くない。 

②開発から商品化までの期間が長いため、開発

プロジェクトへの支援が主となり、経営力・

マーケティング力の向上など、企業育成全体

の支援が手薄となってしまった。 

①プロジェクト実施前に、実施内容の妥当性を

市場動向等から検討し、開発案件完了から市

場投入までの期間短縮と、開発のみに終始し

ないよう慎重に対応する。 

②プロジェクトの実施にとどまらず、中核的企

業への育成を目指して、県テクノ財団をはじ

めとする産業支援機関と連携を強化し、総合

的な支援に取り組む。 

６ 

創業サポートの強化 平成 18年から平成 21年の開・廃業率の状況

については、本県の開業率は全国平均を下回

り、また、開業率と廃業率の差は過去最大（昭

和 44 年以降）となり、創業は停滞している状

況にある。 

未来を拓く次世代産業の創出のためには、既

存の企業への支援とともに、明日の本県経済を

担う新たな企業の育成が喫緊の課題である。

「創業意欲を高め、創業間もない企業を支援」

することが重要であることから、「創業前」と

「創業後」の各段階でのプロジェクトを推進

し、「日本一創業しやすい環境づくり」を目指

していく。 

 

■ 創業を目指す方や創業間もない企業に対す

るワンストップによる相談・助言体制を整備

し支援する。 

■ 産業支援機関の連携による集中的な支援を

推進する。 

■ 融資や税制等により、事業を継続しやすい

環境づくりを推進する。 

■ 若者の創業意欲醸成を図るセミナーの開催

や先輩創業者との交流等を通じた創業の促

進を図る。 

創業サポートの強化を図るため、創業専門の相談窓口

「ながの創業サポートオフィス」の設置や低利の融資制

度等の施策を実施したことにより、「日本一創業しやすい

環境づくり」が促進された。 

 

（平成 24～27年度の主な成果） 

 ・開業率：平成 24年度 3.3％ → 平成 26年度 3.8％ 

  ・廃業率：平成 24年度 3.7％ → 平成 26年度 3.6％ 

 

＜取組事例＞ 

○ながの創業サポートオフィスによる支援 

・創業件数（相談事例のうち） 

平成 24年度：５件（相談：110件） 

→ 平成 27年度:13件（相談：415件） 

○全都道府県中、最も自己負担額が少ない創業者向け融

資制度の実施 

・段階的に利率を引下げる（＝平成 28 年度は年率

1.1％）ことにより、創業しやすい環境が整備された。 

【利用件数】 

平成 24年度:360 件 → 平成 27年度:497件 

○専門家派遣事業による支援 

・平成 27 年度に新設した創業者向けの制度を 24 事業

所が利用し、創業後の不安定な時期の経営に役立て

た。 

①創業しようと考える若者や女性などの絶対

数がまだまだ少ない。 

②起業家同士がつながり、さらに仕事が広がる

ための環境づくりが十分に進んでいない。 

③全国的に低迷している開業率を向上させる

ため、事業を運営する際の外的環境のさらな

る充実を図る必要がある。 

①創業志望者を増やすために中学・高校生向け

に実施している起業家教育を小学生まで拡

大し、キャリア教育の一環として定着を図る

とともに、女性団体等と連携した女性向け創

業イベント等の開催により、若者及び女性の

創業機運を盛り上げる。 

②県内のコワーキングスペース等との連携を

強化し、協力や後援等の形で起業イベントな

どを引き続き開催して、創業意欲の醸成及び

起業家同士のネットワーク拡大を図る。 

③現状全国一低い自己負担となっている創業

向け融資制度（年率 1.1％）や全国的に珍し

い法人事業税の減税制度など、「日本一創業

しやすい県づくり」実現のために制度の継

続・拡充を図るとともに周知に努める。 
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Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

７ 

次世代産業集積の強

化推進 

日本企業の海外移転の加速、少子高齢化に伴

う消費者人口の減少、欧米諸国の経済不安な

ど、経済の下振れ要素が増す中で、地域経済の

発展と雇用の確保を維持していくためには、県

内産業のけん引役となるポテンシャルを秘め

た産業に焦点を絞った誘致が重要となる。 

そのことを踏まえて、以下の誘致（=誘致＋

留置）プロジェクトを展開する。 

 

■「県外製造業の誘致」に重きを置いた従来の

優遇策と合わせて、「研究所・研究開発型企

業の誘致」並びに「県内企業の流出抑制・再

投資の促進」にも重点を置いた新たな優遇策

の構築を図る。 

■ 研究所・研究開発型企業誘致のための産学

官連携による誘致活動を強化するため、大学

等との連携協定に基づいたネットワークの

構築を進める。 

■ 企業への訪問活動を強化するとともに、県

内経営者や企業立地情報に接する機会の多

い金融機関､ゼネコン､不動産会社等とネッ

トワークの構築を進める。 

■ 県海外駐在員や国、関係機関と連携し、外

資系企業の立地動向等に係る情報収集を進

め､外資系企業に対する本県の誘致体制を構

築する。 

■ 企業立地促進法に基づく地域計画の期限切

れを控え、従前計画の評価を踏まえつつ、市

町村や各地域の企業と一体になって継続計

画の策定に取り組む。 

次世代産業の集積強化を図るため、信州ものづくり産

業応援助成金の交付や不動産取得税の課税免除などの優

遇制度の活用、県外事務所の企業訪問活動による情報収

集活動などにより、企業誘致を推進した。 

 

（平成 24～27年度の主な成果及び取組） 

・企業立地件数 178件（企業訪問件数 14,809件） 

・助成金認定 30件、投資額 613億 2,808万円、 

助成額 57億 9,110万円 

・不動産取得税の課税免除 47件、19,788万円 

・都道府県別研究所立地件数（平成 18～27 年の 10 年

間合計）10件（全国第４位） 

 

【企業の立地事例】 

・日本無線㈱の研究所転入（平成 27年度、長野市） 

・日亜化学工業㈱の研究所拡充（平成 28年度竣工予

定、下諏訪町） 

【産業集積拠点整備への県の支援】 

・「飯田航空宇宙プロジェクト」への支援（平成 25年

度クラスター拠点工場の整備） 

 

＜取組事例＞ 

○新たな優遇策の構築 

・次世代産業分野に関連する企業が立地する場合や航

空宇宙特区内に関連する企業が立地する場合の助成

金の助成率を引上げ。 

・ＩＣＴ産業に対する助成制度を創設。 

・事業所承継に係る助成金制度を創設。 

○大学等と連携した企業誘致 

・大学等と連携した合同企業訪問を実施。 

・首都圏におけるセミナーにおいて、信大と連携し、

プレゼンテーションを実施。 

○企業への訪問活動の強化 

・県外事務所に民間企業出身の「産業立地推進役」４

名を設置し、企業訪問活動を実施。 

・金融機関やゼネコンなどの企業関係者を「産業立地

推進委員」に委嘱し、ネットワークを構築。 

○外資系企業の誘致 

・ＪＥＴＲＯと連携した研修会を実施。 

・本社機能の誘致を実施。その結果、外資系企業の本

社機能が県内に移転。 

①企業誘致にあたっては、従来型の工場立地と

は異なり、新たなライフスタイルを求めて地

方に立地する企業も見られることから、子育

て環境をＰＲするなど、長野県らしいアプロ

ーチの方法を検討する必要がある。 

②最近の外資系企業の立地拠点は東京・神奈

川・大阪など首都圏に集中しており、施設は

主に営業所（日本立地センター調査）である

ことから、長野県内への誘致は難しい状況で

ある。 

①本県のインフラ環境や子育て環境、生活環

境、教育環境などを広くＰＲし、移住とセッ

トにした企業誘致を検討していく。また、現

在重点を置いている成長期待分野に加え、本

社機能やＩＣＴ産業の誘致を促進し、グロー

バル人材・専門人材の獲得につなげていく。 

また、圏央道の開通により関東近郊の利便性

が一段と高まっているため、今後も近接県に

劣らない優遇制度の充実が不可欠である。 

②既に国内に立地している外資系企業の研究

開発施設等の誘致に向け、情報収集や優遇制

度の構築など、誘致体制を検討していく。 

８ 

中小企業が取り組む

国際展開の支援 

国内市場の成熟化、歴史的な円高の継続、サ

プライチェーンの国際的な再構築、生産拠点の

海外シフト、部品の海外調達等の現状から、県

内中小製造業においても国際的な販路開拓・拡

大が必要となり、本格的な国際化（取引・連携）

時代に突入したといえる。 

このような状況の中、既存の産業分野はもと

より、次世代産業創出のために取り組む成長産

業分野においても、中小企業の国際展開が必要

とされる。 

このため、巨大市場である中国、成長著しい

県内企業の海外展開を支援するため、海外駐在員によ

る有望市場における情報収集、海外バイヤーの招へいに

よる商談会の開催、諏訪圏工業メッセ等における海外行

政機関・工業団体との交流、海外展示会への出展支援、

技術提案型商談会の開催等を実施し、海外市場への販路

開拓・拡大を図った。 

 

＜取組事例＞ 

○成長著しいＡＳＥＡＮへ海外駐在員を配置 

○海外有望市場展示会への出展支援（21回） 

・従来の出展支援はＡＳＥＡＮと中国で開催される展

①従来ＡＳＥＡＮと中国で開催される展示会

を中心に出展支援を行ってきたが、国際情勢

等により、有望市場も変化しているため、従

来の成長市場に加え、事業者の意向も踏まえ

た新たな有望市場を検討する必要がある。 

②県内企業への海外展開支援により、独自に海

外展示会への出展等ができる企業が増加し

た一方、まだ海外展開できない企業がある。

それらの企業を支援するため、海外バイヤー

を積極的に開拓、招へいし、国内における海

外展開を進めていく必要がある。 

①新たな有望市場を検討するなど、引き続き県

中小企業振興センター、県内産業支援機関及

び海外展開支援機関と連携して、県内中小企

業のマーケティング力強化を促進し、販路開

拓を支援していく。また、平成 28 年度から

国際経済交流員（タイ）を産業労働部内に配

置したところであり、政府や関係機関との事

前調整等により、円滑かつ効果的な商談等を

実施する。 

②ＪＥＴＲＯや諏訪圏ものづくり推進機構等

と連携して、海外バイヤーを開拓、招へいし、
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Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

ＡＳＥＡＮ諸国等へターゲットを絞り、海外の

活力を取り込み、県内経済の活性化を図る。 

■ 海外企業とのビジネスマッチングや国際的

な企業連携等を目的とする国内展示商談会

を支援する。 

■ 県内中小企業の海外展示商談会への出展を

支援する。 

■ 県内中小企業が海外企業（日系・現法）を

訪問し、新技術や新工法を展示商談する「国

際版」の技術提案型商談を実施する。 

■ ＡＳＥＡＮ、インドなどの市場拡大に対応

するため、県海外駐在員の機能・体制の強化

を行う。 

■ 国内で出願済みの特許等を戦略的に活用し

た海外企業との連携・提携を促進するために

外国出願費用を助成する。 

■ アジア等で活動する県内関係企業人や県内

大学留学経験者等のネットワークの構築・活

用を進める。 

示会のみであったが、米州の自動車産業に向けた商

談等の支援を強化するため、中南米（メキシコ）で

開催される展示会を追加。 

・出展を支援した展示会の開催国 

メキシコ、ベトナム、中国、インドネシア等 

・出展企業数 102社 

○「国際版」技術提案型商談会の実施（19回） 

・参加企業数 66社 

○富山県と連携して海外バイヤーを招へいし、商談会を

開催 

・参加企業数 96社 

○中小企業外国特許等出願支援 

・採択企業数 32社（特許出願 30件、商標出願４件） 

○地方で開催される展示会としては国内最大級（県内最

大）の工業専門展示会「諏訪圏工業メッセ」の開催支

援 

・延べ参加企業数 1,431社・団体、うち海外からの参

加 35 社・団体、海外３か国の行政機関とのＭＯＵ

調印 

○中小企業が出展する国内外の展示商談会への出展料を

助成 

・延べ助成件数 228 件（国内 182 件、海外 46 件）、商

談件数 4,302件 

○平成 28年度から「長寿世界一ＮＡＧＡＮＯの食」販路

開拓支援ネットワーク会議を立ち上げ、食品の輸出拡

大に向けた取組を推進 

③食品の輸出拡大に向け、有望海外市場、消費

者動向を調査し、効果的に輸出促進を進める

必要がある。また、海外バイヤーとの連携強

化や食品の輸出促進体制の強化を図る必要

がある。 

商談会を開催するなど、国内における海外販

路開拓・拡大に取り組む。 

③「長寿世界一ＮＡＧＡＮＯの食」販路開拓支

援ネットワーク会議等を活用し、事業者の意

向に沿った販路開拓・拡大支援策を講じるた

め、輸出に関するアンケート調査を実施す

る。また、食のグローバル展開推進員を中心

に、情報収集や具体的な取組を検討し、農畜

産物と加工食品が一体となった輸出促進策

を展開していく。 

９ 

国内におけるビジネ

スマッチング（販路

開拓）の強化 

国内におけるビジネスマッチング（販路開

拓）支援を強化し、県内企業の販路開拓・拡大

を促進し、さらに付加価値の高い新たな受注の

獲得を目指す。 

 

■ 県内企業が成長期待分野企業へ訪問し新技

術や新工法を展示商談する技術提案型商談

による支援を強化する。 

■ 研究開発や試作段階の発注案件の開拓を強

化する。 

■ 地域企業の連携による技術提案や受注を可

能にするための「産産連携」に対する支援を

強化する。（発注案件の獲得、グループ等の

形成促進） 

県内企業の販路開拓・拡大を促進し、さらに付加価値

の高い新たな受注を獲得するため、成長期待分野等の展

示会への出展や技術提案型商談会、マーケティングスキ

ル向上セミナー等の開催により、県内企業の新規取引及

び取引拡大に寄与した。 

 

＜取組事例及び成果＞ 

○技術提案型商談会の開催 

・開催数 48回、延べ参加企業数 631社、商談件数 3,575

件、成約額 712,257千円 

○ながの微細・精密加工技術展（首都圏、中京圏）の開

催 

・延べ参加企業数 501 社・団体、商談件数 8,143 件、

成約額 166,961千円 

○成長期待分野・専門分野展示会の開催 

・延べ参加企業数 153 社、商談件数 3,757 件、成約額

130,339千円 

○受発注取引推進員・発注開拓推進員による相談対応 

・延べ相談対応件数 14,357 件 

○ものづくりマーケティングスキル向上セミナーの開催 

・開催数 24回、延べ参加者数 835名 

○諏訪圏工業メッセ（再掲） 

・延べ参加企業数 1,431社・団体、商談件数 5,856

件、直接的経済効果 1,501,993千円 

①技術提案型商談会で訪問する大手メーカー

の中にはＣＳＲの一環で商談会を開催する

企業もあり、技術ニーズが抽出できないケー

スがある。また、国内におけるビジネスマッ

チング（販路開拓）支援を受けていない企業

が多数存在する。 

②成長期待分野のマーケティングについて

は、それぞれ特徴があり、支援方法が異な

るため、県中小企業振興センターのみの取

組では限界がある。一方、諏訪地域の産業

支援機関である諏訪圏ものづくり推進機構

による技術提案商談会についても、企業ニ

ーズを捉えた商談会として効果が高い。こ

のような、地域の産業支援機関の取組に対

する支援についても検討する必要がある。 

 

①技術提案先企業を選定する上での技術ニー

ズの明確化や県内企業に対する展示会・商談

会の積極的な周知等を通じ、引き続き県中小

企業振興センターや地域の産業支援機関と

連携を図りながら、県内中小企業のマーケテ

ィング力強化を促進し、販路開拓を支援して

いく。 

②マーケティング力の強化を図るため、県中小

企業振興センターの取組以外に、地域の産業

支援機関、専門機関が実施する商談会等に対

しても支援していく。 

 

 
     



9 

 

Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

10 

高度技能人材の育

成、キャリア形成の

支援 

長野県の技術力を支えてきた世代が大量に

退職していく時代をむかえ、新たに高度技能・

技術を担う人材不足への対応や、企業内で人材

を育成する余力がない状況への対応が求めら

れていることから、高度技能人材の育成やキャ

リア形成を支援することにより、成長期待分野

や人手不足分野への安定した人材の供給を目

指す。 

 

■ 先端技術の知識と実践的技能・技術を持っ

た人材を育成するため、工科短期大学校の充

実を図るとともに、南信地域への工科短大機

能の配置の検討を進めていく。 

■ 信州ものづくりマイスター制度の推進によ

り、次世代を担う技能者の育成とキャリア教

育を支援する。 

■ 産業人材育成支援ネットワークとの連携に

より、キャリア形成支援の一層の推進を行

う。 

 

高度な技能・技術を持った人材の育成や供給を図るた

め、産業人材育成支援センターの機能強化や南信工科短

大の開校（平成 28年度）をはじめとした職業能力開発

施設の充実などにより、産業界が求める技能や技術をも

った多くの若者を育成するとともに多くの県内企業への

人材供給に寄与した。 

 

（平成 24～27年度の主な成果及び取組） 

・工科短大、技術専門校卒業生の県内就職者数 784人 

・民間企業等を活用した委託訓練受講者の就職者数

3,518人 

 

＜取組事例＞ 

○信州ものづくり未来塾の実施 

・若者のものづくり離れが言われる中で、小・中学校、

高等学校等に「信州ものづくりマイスター」、「信州

ものづくりヤングマイスター」（技能五輪入賞者）等

を派遣し、熟練の技や地域の企業を身近に感じても

らうことにより、本県の基幹産業であるものづくり

産業を担う人材の確保・育成が図られた。 
○信州ものづくりヤングマイスターの認定 
・次世代を担う優れた技能・技術を有し、ものづくり
の魅力発信に熱意のある若年技能者を「信州ものづ
くりヤングマイスター」として認定、顕彰すること
により、若年技能者としての誇りと意欲の高揚を図
るとともに、社会的評価を高め、技能尊重気運の醸
成が図られた。 
【認定者数】 

44名（平成 28年９月現在) 

①生産人口減少が見込まれる中、生産性の向上

には労働者一人一人の技能・技術を高めるこ

とが求められている。 

②県民一人一人が活躍できる労働市場を実現

するためには、女性、若者、障がい者等個々

の特性やニーズに応じた職業能力開発の機

会が求められている。 

③雇用のセーフティネットとして、公共職業訓

練の一層の充実に加え、キャリアコンサルテ

ィング等により離転職者の様々な分野への

就職支援が求められている。 

④技能の継承や地域産業の持続的発展のため

には、技能が尊重され、職人の社会的評価を

高めるための取組が求められている。 

 

①生産性向上に向けた人材育成の強化 

在職者のスキルアップ講座の充実、在職

者・離転職者向けＩＴ訓練コースの設定。 

②「全員参加の社会の実現加速」に向けた職業

能力底上げの推進 

育児等と両立しやすい短時間訓練コース、

託児支援サービスの提供、女性向け在職者コ

ースの設定、障がい者向け訓練において手話

通訳者等を派遣するなどきめ細かな支援。 

③－１産業界のニーズや地域の創意工夫を活

かした人材育成の推進 

企業ニーズに応じたオーダーメイド型の

訓練コースを拡充。 産業人材育成支援セン

ターの地域センター化を検討。 

③－２人材の最適配置を実現するための労働

市場インフラの戦略的展開 

成長期待分野（航空宇宙等）・人材不足分

野（建設、介護等）の訓練コースを設定。 

④技能の振興 

小・中学校の段階からものづくりに触れる

機会の拡大。 
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Ｕ・Ｉターンの戦略

的な実施（技術系人

材や成長関連分野の

人材の獲得） 

県内高校の卒業・進学者の７割を超える者が

県外の大学等に進学している状況を踏まえ、学

生のＵターン就職への機運の醸成を図るとと

もに、移住・交流センターにおいて移住・就職

希望者に対してワンストップサービスで支援

を行うことにより、県内企業の求める優秀な人

材の確保を目指す。 

 

■ 三大都市圏における合同企業説明会の開催

や、県内企業と県外の大学・学生との接触機

会を充実することで、学生のＵターン就職の

強化を図る。 

■ ワンストップサービス化によるＩターンの

窓口機能を強化する。 

■ 専門的・高度な技術を有するＩターン希望

者向けのセミナー、企業面接会を定期的に開

催する。 

■ 企業・市町村と連携したＩターン体験ツア

ーを実施する。 

県内企業の求める優秀な人材を確保するため、以下の

事業等を推進したことにより、人材の確保に寄与するこ

とができた。 

 

＜取組事例及び成果＞ 

○Ｕターン就職促進協定締結校、県内企業・自治体等と

連携して、Ｕターン就職関連イベント、学生への就職

情報提供等を実施 

・イベント参加学生の 69.6％が県内企業に就職（平

成 28年３月卒） 

○「しあわせ信州ＵＩＪターン就業補助金」による助成 

 ・累計雇用実績：38人（平成 28年９月末現在） 

○三大都市圏等での移住交流推進拠点の運営による移住

等の相談実施 

・Ｉターン就職者累計実績：246人（平成 28年３月末

現在） 

① 県内の高校を卒業し、進学する者のうち７

割を超える者が県外の大学へ進学してい

る。また、県外に進学した大学生等のＵタ

ーン就職率は、平成 22 年度末をピークに

減少傾向にあり、平成 28 年３月の卒業生

では 37.8％となっている。 

これらの要因の一つとしては、就職活動日程

の変更から短期間での業界研究となり、学生

の知識・情報の不足等により、県内の優れた

企業や信州で働くことが就活の選択肢から

漏れてしまう状況がある。 

従って、信州で働くこと・暮らすことや県内

企業についての情報を、きめ細かく、学生に

身近な場所で届けることが必要になってい

る。 

②近年、子育て世代（20～40代）の移住への関

心が高まるとともに、移住先を決める優先順

位として、「自然環境・住まい」と並び「仕

事」を重視する傾向が高いことから、子育て

世代に対する仕事に関する情報提供を充実

する必要がある。 

①長野県の魅力の発信等により、県外の学生

のＵＩターン就職をさらに促進し、優秀な

人材の確保を図る。 

・ジョブカフェ信州銀座サテライト、「信州

暮らし提案書」等による長野県の情報発

信の強化 

・Ｕターン就職促進協定校の拡大・連携の

強化 

・県外学生の県内企業でのインターンシッ

プの参加促進 等 

②ハローワークや転職専門事業者等と連携し、

就労支援を進めていくとともに、住まい等の

受入環境を整備し、移住と就労をセットとし

た支援策を実施する。 

・三大都市圏における移住相談会の充実 

等 
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Ｎｏ. 名称 プロジェクトの概要 主な成果 現状の課題 今後の方向性 

12 

女性や高齢者など潜

在的な労働力を十分

に活用できるシステ

ムの構築（成長を支

える安定した労働力

の確保） 

成長を支える安定した労働力を確保するた

め、ワークライフバランスの推進、働きやすい

労働環境を整備するとともに、子育て中の女性

の就業支援や高齢者が社会参加や就業を行う

ことができる仕組みづくりにより、女性、高齢

者などの就労促進を図る。 

 

■ 企業訪問等を通じてワークライフバランス

の推進に取り組む企業の増加を図るととも

に、先進的な取組の顕彰など企業の取組に対

する支援を充実する。 

■ 子育て等により仕事を離れている女性を対

象に、働くことへの再チャレンジを支援する

セミナーを開催するなど、女性の再就職支援

を強化し、女性労働力の確保を図る。 

■ 企業への啓発により定年延長や継続雇用を

促進するとともに、労働局と連携してセカン

ドキャリア情報を中高年層に提供する。 

女性、高齢者などの就労促進を図るため、子育て期女

性の就業支援や高齢者の社会参加のマッチング支援等を

実施したことにより、女性や高齢者の就業率が向上する

とともに、短時間正社員制度などの多様な働き方の推進

が図られた。 

 

＜取組事例及び成果＞ 

○子育て期女性を対象にした就業相談や託児付きセミナ

ー、インターンシップ等ワンストップの就業支援を実

施 

・女性の就業率 

 平成 22年度：49.5％（全国３位） 

→ 平成 27年度：50.5％（全国２位） 

○高齢者の知識や経験を活かし、就業や社会参加を行う

ことができる「人生二毛作社会」の仕組みづくりを推

進 

・高齢者（65歳以上）の就業率 

 平成 22年度：26.7％ → 平成 27年度：29.1％ 

（全国１位を維持）  

・70歳以上まで働ける企業の割合 

 平成 24年度：22.3％ → 平成 27年度：24.0％ 

○多様な働き方アドバイザーの企業訪問による多様な働

き方制度導入の働きかけや企業等のトップによる「社

員の子育て応援宣言」の登録依頼 

・社員の子育て応援宣言登録企業数：920社（平成 28

年９月１日現在） 

・多様な勤務制度導入企業数：204社（平成 28年９

月１日現在） 

○短時間正社員制度などの多様な勤務制度を導入・実践

する企業を認証する「職場いきいきアドバンスカンパ

ニー」認証制度の実施 

・認証企業数：28社（平成 28年９月 1日現在） 

○生産年齢人口の減少、介護を理由とした離

職者の増加が見込まれる中、多様な働き方

を推進し、人材を確保する必要がある。 

○多様な働き方を推進し、様々な人材が活躍

できる働きやすい職場環境を整備すること

により、さらなる人材確保を進めていく。 

・仕事と家庭の両立ができる職場環境整備

のさらなる推進。 

 アドバンス認証企業の拡大 

 テレワークの推進 

・政労使の連携による働き方改革・女性活

躍の推進。 

・女性の再就職支援に加え、就業継続に向

けた支援の実施。 

・シルバー人材センターが行う一部の事業

について、就業時間の制限緩和を検討。 
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 取組状況に関する全般的な課題                               

取組状況を取りまとめる中で得られた、全般的な課題は以下のとおり。 

（１）現行プランで設定している目標値（「製造業の付加価値額」、「有効求人倍率」、「工

場立地件数」）については、国内外の経済情勢等の影響を受けるものであり、ま

た、県の取組のみで達成できるものではないため、真の意味での県の取組を評価

することはできなかった。 

（２）重点プロジェクトについては、「次世代産業集積の強化推進」以外は、プロジェ

クトとしての数値目標を設定していなかったことから、プロジェクトを推進す

るために実施した個別事業については定量的な評価ができたものの、プロジェ

クト全体としては定性的な評価に止まった。 

（３）事業の実施状況（＝イベントの実施回数や支援の件数等）を成果として捉える傾

向があり、本来の成果（＝アウトカム）が捉えられていないものが一部にある。 

（４）「研究開発支援により、製品化して売上につながるまでには相当期間を要する」

など、産業振興にはある程度期間が必要な場合があり、５年間の計画期間内に実

現可能な目標値をどのように設定すべきか。 

 全般的な課題に対する今後の方向性                                  

上記のとおり、目標値や成果の捉え方等に関する課題が得られたことから、今後次期

計画を検討する中で、以下について検討していく。 

（１）県が実施した事業の成果が直接現れる指標を目標値として設定できないか。 

（２）個別のプロジェクト別に目標値を設定できないか。 

（３）本来の成果（＝アウトカム）を捉えることができる指標を目標値として設定でき

ないか。 

（４）研究開発支援など、成果につながるまでに相当期間を要する事業については、ど

のように目標値を設定すべきか。 


